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第１節
生活安定のための施策

１．利用者本位の生活支援体制の整備

（１）支援費制度から障害者自立支援法へ

障害保健福祉施策においては、障害のあ

る人の地域における自立した生活を支援す

る「地域生活支援」を主題に取り組んでき

たところである。

昭和５６年の「国際障害者年」とそれに続

く「国連障害者の十年」を契機として、障

害のある人が地域で普通の暮らしを送れる

社会を築いていくことを基本的な目標と

し、平成２年の福祉八法改正から平成１２年

の社会福祉基礎構造改革に至るまで、身体

障害、知的障害及び精神障害それぞれにつ

いて、住民に最も身近な市町村を中心に

サービス提供体制を構築するのに必要な改

正を行ってきた。

とりわけ、「支援費制度」は、サービス

の在り方をそれまでの「措置」から「契約」

に大きく変え、自己決定、利用者本位の考

え方を明確にした。

この「支援費制度」の下で、知的障害の

ある人や障害のある児童を中心に利用者が

急増し、サービスの空白地帯が減ってサー

ビス実施市町村が増えるなど、障害のある

人の地域生活支援は大きく前進したといえ

る。

その一方で、サービス利用の急速な伸び

に対応できるように制度をより安定的かつ

効率的なものとすること、サービス提供に

ついて自治体間に大きな格差が生じている

こと、精神障害のある人が制度の対象外と

なっているなど障害種別等によって福祉

サービスや公費負担医療の利用の仕組みや

内容が異なっていること等の現行制度が抱

える課題とともに、障害のある人が地域で

自立して生活するために必要な就労の支援

策の充実等の新たな政策課題も生じてきた。

これらの課題に対応し、障害のある人が

その有する能力及び適性に応じ、自立した

日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、社会保障審議会障害者部会、自治

体、サービス提供者、障害のある人本人な

ど関係者からの意見や提案を踏まえつつ、

必要な障害福祉サービスに係る給付その他

の支援を行う「障害者自立支援法」が第１６３

回特別国会で成立し、平成１８年４月１日か

ら施行されている。「障害者自立支援法」

の施行に当たっては、平成１８年８月には、

１０月からの全面施行に向け、グループホー

ム・ケアホームの充実など新サービス体系

への円滑な施行のための措置や障害児施設

を利用する世帯に対する利用者負担の軽減

措置など「５つの対策」が実施された。

また、同法は、障害のある人の地域にお

ける生活や就労を支援するための体制を整

備するものであるが、改革が抜本的なもの

であることから、関係者には法の施行に当

たって様々な意見もあった。このため、法

の定着に万全を期すため、平成２０年度まで

の３年間を対象に、以下の３つの柱からな

る障害者自立支援法円滑施行特別対策を実

施することとし、平成１８年度補正予算９６０

億円を含め、総額１，２００億円にのぼる施策

が実施されることとなった。

１．負担感の大きい通所・在宅、障害児

世帯を中心とした利用者負担の更なる

軽減

２．通所事業者を中心とした事業者に対

する事業収入の激変緩和措置

３．小規模作業所等への助成などの新体

系への移行等のための緊急的な経過措

置
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「障害者自立支援法」の主な内容は次の

とおりである。

ア 障害福祉サービスの一元化

①３障害（身体、知的、精神）の一元化

従来の障害福祉制度では、身体障害、知

的障害、精神障害といった障害の種類ごと

に縦割りにサービスが提供されていた。そ

のため、施設・事業体系が分かりにくく、

使いにくいといった指摘があった。また、

精神障害のある人は支援費制度の対象と

なっていなかった。

今回の改革で、障害の種類によって異な

る各種福祉サービスを一元化した。これに

よって、障害の種類を超えた共通の場で、

それぞれの障害特性などを踏まえたサービ

スを提供することができるようになる。ま

た、比較的小規模な市町村においても、

サービスを提供しやすい仕組みとなった。

②実施主体の市町村への一元化

障害のある人へのサービスは、基本的な

住民サービスと位置づけられており、これ

まで都道府県から、より身近な市町村に段

階的に実施主体を移してきた。しかし、一

部のサービスでは、都道府県が実施主体と

なっていた。

実施主体がまちまちでは、利用者に分か

りづらく不便であるため、市町村が福祉

サービスの提供に関する事務を一元的に行

■図表１―４５ 障害保健福祉施策の改革について

資料：厚生労働省
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えるようにするとともに、国と都道府県は

それをサポートする仕組みに改めた。今

後、より利用者に身近な市町村が責任を

持って、障害のある人たちにサービスを提

供することになった。

イ 利用者本位のサービス体系に再編

①介護給付、訓練等給付、地域生活支援事

業を創設

福祉施設の体系は、数十年にわたりほと

んど変わらずにきており、施設利用者の実

際のニーズに合わない面も出てきた。

今回、障害のある人の自立を一層支援す

るために、サービスの体系を「施設」の単

位ではなく、介護的なサービスや就労移行

への支援といったサービスの機能に応じた

「事業」の単位に再編した。新しい福祉

サービスの体系は、大別して介護給付、訓

練等給付、地域生活支援事業の三つに再編

されている。

介護給付は、ホームヘルプサービスや生

活介護など、また、訓練等給付は自立訓練

や就労移行支援などである。どちらも国と

地方公共団体が義務的に費用を負担する自

立支援給付に位置づけられ、障害の種類に

かかわらず全国一律の共通したサービスが

提供される。このほか自立支援医療や補装

具費なども自立支援給付として法律に規定

されている。

一方、地域生活支援事業は、市町村及び

都道府県が創意工夫によって利用者の状況

に応じて柔軟に実施するものである。相談

支援、移動支援、手話通訳等の派遣などのコ

ミュニケーション支援などの事業がある。

②「日中活動の場」と「住まいの場」の分離

入所施設のサービスを昼のサービス（日

中活動事業）と夜のサービス（居住支援事

業）に分けることにした。これは施設にい

ても他の日中サービスを選べることができ

るよう「日中活動の場」と「住まいの場」

を区分することにより住まいを含め障害の

ある人が自分に合ったサービスを選べるよ

うにすることを目指すものである。

また、日中活動事業と居住支援事業の分

離によって、入所施設に入所していない障

害のある人も、入所施設が実施する日中活

動支援のサービスを利用することができる

ようになる。入所施設の側からすると、住

まいとして、また、日中活動の場として、

より魅力的なものにしていくことが求めら

れ、サービスの向上が期待される。

なお、「障害者自立支援法」における昼

のサービス（日中活動事業）については、

以下のように再編した。

療養介護は、医療と常時の介護を必要と

する人に、医療機関において、機能訓練、

療養上の管理、看護、介護及び日常生活の

世話を行うサービスである。

生活介護は、常に介護を必要とする人

に、昼間、入浴等の介護を行うとともに、

創作的活動又は生産活動の機会を提供する

サービスである。

自立訓練は、機能訓練と生活訓練とに大

別され、自立した日常生活又は社会生活が

できるよう、一定期間、身体機能又は生活

能力の向上のために必要な訓練を行うサー

ビスである。

就労移行支援は、一般就労等への就労を

希望する人に、一定期間、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行

うサービスである。

就労継続支援は、一般企業等での就労が

困難な人に、働く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のために必要な訓練を

行うサービスであり、雇用契約を結ぶ A
型と、雇用契約を前提としない B型に大
別される。



第
１
編

第
４
章

日
々
の
暮
ら
し
の
基
盤
づ
く
り

87

○障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した
33 種類の既存施設・事業体系を、6 つの日中活動に再編。

・「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。
・24 時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ（日中活動の場と生活の場の分離）。
・入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、１人１人の利用者に対し、
身近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。

〈　現 行　〉 〈 見 直 し 後 〉

重 症 心 身 障 害 児 施 設
（ 年 齢 超 過 児 ）

進行性筋萎縮症療養等給付事業

身 体 障 害 者 療 護 施 設

更 生 施 設（ 身 体・知 的 ）

授産施設（身体・知的・精神）

小規模授産施設（身体・知的・精神）

福祉工場（身体・知的・精神）

精 神 障 害 者 生 活 訓 練 施 設

精神障害者地域生活支援センター
（ デ イ サ ー ビ ス 部 分 ）

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス

※概ね5年程度の経過措置期間内に移行。

新
体
系
へ
移
行（
※
）

日中活動 居住支援

以下から一又は複数の事業を選択

【介護給付】
①療養介護
　（医療型）
※医療施設で実施。
②生活介護
　

【訓練等給付】
③自立訓練
　（機能訓練・生活訓練)
④就労移行支援
⑤就労継続支援
　（A型＝雇用型、B型）

【地域生活支援事業】
⑥地域活動支援センター

施設への入所

又は

居住支援サービス
（ケアホーム、グループホーム、

福祉ホーム）

地域活動支援センターは、障害のある人

が通い、創作的活動又は生産活動の提供、

社会との交流の促進等の便宜を図る。

障害のある児童に日常生活における基本

的な動作の指導、集団生活への適応訓練等

を行う児童デイサービスについても、「障

害者自立支援法」上の障害福祉サービスと

して規定した。

③地域の限られた社会資源を活かす

通所施設（授産施設、更生施設など）の

運営主体は、行政を除いて、社会福祉法人

に限られていたが、これを NPO法人、医
療法人、財団法人など社会福祉法人以外の

法人でも運営することができるように規制

を緩和した。

障害のある人の身近なところにサービス

の拠点を増やしていくためには、既存の限

られた社会資源を活かし、地域の多様な状

況に対応できるようにしていく必要があ

る。障害のある人が日常的に身近な通所事

業を利用できるようにすることで、障害の

ある人もない人も共に生きる「共生」のま

ちづくりが進むことが期待される。

ウ 就労支援の抜本的強化

①就労移行支援事業等の創設

全国社会就労センター協議会のデータに

よれば、養護学校の卒業者の半数以上が福

祉施設に通っており、そのうち就職のため

に施設を出た人は、年間で少数にすぎない

とされている。

障害のある人が地域で自立して生活して

いく上で、就労できる環境を整備していく

ことは、重要である。そこで、障害のある

人の就労支援を強化するために、「就労移

行支援事業」等の事業を創設した。例えば

「就労移行支援事業」は、福祉施設から一

般就労への移行を進めることを目的とした

事業である。就労を希望する障害のある人

■図表１―４６ 施設・事業体系の見直し

資料：厚生労働省
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に対し、期限を設けたプログラムに基づい

て、就労に必要な知識と能力を向上させる

ために必要な訓練を行う事業である。

②工賃倍増に向けた取組

障害のある人が地域で経済的にも自立し

て生活するためには、一般就労への移行支

援のみならず、福祉施設等における工賃水

準の向上を図ることが重要であり、「障害者

自立支援法」の施行後、平成１９年度より「工

賃倍増計画支援事業」が創設されている。

本事業により、都道府県ごとに工賃の倍

増を図るための具体的な方策を定めた「工

賃倍増計画」が策定されることとなり、５

年後の平成２３年度には現状の工賃の倍増を

目指すこととしている。これは、平成１９年

２月に策定された「成長力底上げ戦略」に

おいて「「工賃倍増５カ年計画」による福

祉的就労の底上げ」として位置づけられ、

官民一体となった取組みを推進することと

している。

具体的には、各事業所において、民間企

業等の技術、ノウハウ等を活用し、経営コ

ンサルタントや企業 OBの受入れによる経
営改善や企業経営感覚の醸成を図るととも

に、一般企業と協力して商品開発や市場開

拓等を行うこととしている。

エ 支給決定の透明化・明確化（平成１８年

４月から障害程度区分認定開始）

①客観的な尺度（障害程度区分）の導入

支援費制度では、支給決定に際して統一

的な評価項目や基準が定められていなかっ

た。そのため、同じような障害状態にあっ

ても地域によって市町村が決定するサービ

スの種類や量には、大きな格差が生じてい

るとの指摘がされていた。

今回の改革では、支援の必要度に関する

客観的な尺度として、障害程度区分を導入

した。障害程度区分は、サービスの必要性

を明らかにするために、障害のある人の心

身の状態を総合的に示す区分である。

②支給決定のプロセスを透明に

サービスの決定に当たって、まず市町村

が事前に障害のある人の面接調査を行い、

その調査を基に、障害程度区分の一次判定

が行われ、さらに障害保健福祉の有識者な

どで構成される審査会での審査（二次判定）

を経て、最終的に市町村が決定する仕組み

となり、支給決定のプロセスの透明化が図

られている。

また、新しい支給決定のプロセスでは、

障害のある人や家族からの相談に応じ、障

害のある人一人ひとりの心身の状況、サー

ビス利用の意向、家族の状況などを踏ま

え、適切な支給がなされるようにするとと

もに、様々な種類のサービスが適切に組み

合わされ、計画的に利用されるようにする

ための仕組み（ケアマネジメント）が制度

化された。

オ 費用をみんなで負担し合う仕組みの強化

①国の費用負担を義務づける

これまで国には、居宅サービスに関する

部分の費用を負担する義務はなかったが、

制度の安定性・継続性を強化するために、

国の費用負担を義務的なものとした。具体

的には、国は費用の２分の１、都道府県と

市町村はそれぞれ費用の４分の１ずつを負

担することを義務づけた。これにより、障

害のある人に安心して制度を利用してもら

えるように、国は財政面でも最大限の努力

をしていくこととなった。

②サービスの量と所得に着目した負担に

これまでの福祉サービスの利用者負担

は、所得に応じて負担額を決める、いわゆ
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る応能負担の仕組みが基本であった。

平成１８年４月より、福祉サービスの利用

者も含め、皆で制度を支え合う仕組みとす

るため、利用者の負担をサービスの利用量

に応じたものに改め、国の費用負担の義務

づけと併せてサービスにかかる費用の原則

一割の負担とした。

しかし、所得の少ない方に配慮し、月額

負担上限の設定など様々な軽減措置を講じ

ている。

また、食費・光熱水費などの実費負担に

ついては、施設利用の場合と在宅生活の場

合の費用負担の均衡を図るために、給付の

対象外とし自己負担とした。この場合も、

負担能力の乏しい人に対しては、負担を軽

減する仕組みを導入している。

なお、平成１９年４月から２年間、特別対

策により一般世帯の一部を含めた低所得者

の負担上限を４分の１に軽減する等利用者

負担の更なる軽減策を講じている。

カ 障害福祉計画の策定（平成１８年度中に

策定）

障害福祉サービスは、各自治体において

提供体制が様々であり、サービスの実施内

容に、地域によって大きな格差が生じてい

た。今回の改革では、必要なサービスが障

害のある人に提供されるよう、将来に向け

て計画的なサービス提供体制の整備を進め

る観点から、国の定めた基本的な指針に基

づき、地方自治体に、必要なサービス量と

それを確保するための方策等を記載した障

害福祉計画を策定することが、義務づけら

れている。

・「障害者の自己決定と自己選択の尊重」

・「市町村を基本とする仕組みへの統一と

三障害の制度の一元化」

・「地域生活移行や就労支援等の課題に対

応したサービスの基盤の整備」

を基本的理念とするとともに、基盤整備の

基本的な考え方として、

・「全国どこでも必要な訪問系サービスの

保障」

・「希望する障害者に対する日中活動サー

ビスの保障」

・「グループホーム等の充実を図り、施設

入所・入院から地域生活への移行の推

進」

・「福祉施設から一般就労への移行等の推

進」を挙げている。

また、都道府県及び市町村は、障害福祉

計画策定に当たっては、地域生活や一般就

労への移行を進める観点から、平成２３年度

における数値目標を設定するとともに、こ

の目標を達成するために必要なサービス見

込量の設定を行うこととしている。国の基

本指針では目標として以下を掲げることと

している。

目標① 福祉施設入所者の地域生活への移行

平成２３年度末までに、現在の入所施設の

入所者の１割以上が地域生活に移行し、そ

れとともに、施設入所者数を現在の水準か

ら７％以上削減することを目指す

目標② 平成２４年度までに「受け入れ条件

が整えば退院可能な精神障害者」（平成１４

年患者調査で約７万人）を解消

平成２３年度の退院可能精神障害者数の減

少目標値を設定するとともに、医療計画に

おける基準病床数の見直しを進める

目標③ 福祉施設から一般就労への移行

平成２３年度中に一般就労に移行する者が

現在の４倍以上とすることを目指す

現在の福祉施設利用者のうち、２割以上

が就労移行支援事業を利用することを目指

す
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○国は、「基本指針」において、障害福祉計画作成に当たって基本となる理念、サービス見込量の算定
の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取組みなど、下記の事項について定めるものとする
　・障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本事項
　・市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
　・その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
○市町村及び都道府県は、国の「基本指針」を踏まえ、平成23年度までの新サービス体系への移行を
念頭に置きながら数値目標を設定し、平成18年度中に平成20年度までを第１期とする障害福祉計
画を策定するものとする

平成18年春 18年度 19年度 20年度

新サービス体系への移行

21年度 22年度 23年度

国
の
基
本
指
針

平
成
23
年
度
の
数
値
目
標

第１期計画期間
（18年度中に策定）

障害福祉計画策定
（都道府県、市町村）

基本指針に則して、平成23年
度を目標において、地域の実
情に応じ、サービスの数値目
標を設定
・訪問系サービス
・日中活動系サービス
・居住系サービス

第２期計画期間

障害福祉計画策定
（都道府県、市町村）

※第１期の実績を踏まえ、
　第２期計画を策定

就労継続支援事業利用者のうち、３割は

A型事業を利用することを目指す

サービス利用者は、訪問系、日中活動

系、居住系それぞれが今後増加していくと

見込まれる中、支援が必要な人に適切な支

援が安定的に提供できる体制を計画的に整

備していくよう、国、自治体が充分連携し

施策を進めていくこととしている。

（２）身近な相談支援体制の構築

障害のある人や障害のある児童の親に対

する一般的な相談支援については、「障害

者自立支援法」により、平成１８年１０月から、

障害種別に関わらず、事業の実施主体を利

用者に身近な市町村に一元化して実施して

いる（障害者相談支援事業）。また、市町

村における相談支援事業の機能を充実・強

化するため、地域生活支援事業の中で市町

村相談支援機能強化事業、成年後見制度利

用支援事業、住宅入居等支援事業を実施し

ている。

広域・専門的な支援や人材育成について

は、都道府県の地域生活支援事業等の中

で、都道府県相談支援体制整備事業、精神

障害者退院促進支援事業、高次脳機能障害

支援普及事業、発達障害者支援センター運

営事業、障害者就業・生活支援センター事

業、障害児療育支援事業、相談支援従事者

研修事業を実施し、市町村をバックアップ

■図表１―４７ 障害福祉計画について

資料：厚生労働省
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訪問系サービスの
利用者数

日中活動系サービスの
利用者数

居住系サービスの
利用者数

一般就労への移行者数

福祉施設における
雇用の場

［平成17年度］ ［平成23年度］

9万人 （1.8倍）
16万人

30万人

施設入所者等
22万人

（1.6倍）
47万人

小規模作業所　8万人

小規模作業所　1万人

グループホーム　3万人

一般就労移行者　0.2万人

＋6万人

△6万人

9万人

0.8万人

福祉工場　0.3万人
就労継続支援（A型）
3.6万人

24万人25万人

16万人

※平成15年

※　計数については、端数処理を行っているため、積み上げと合計が一致しない場合がある

している。

また、市町村は、相談支援体制の整備を

はじめとした地域の支援システム等の構築

について関係者が協議する場として、地域

自立支援協議会を設置・運営することと

し、都道府県は、都道府県全体の支援シス

テムづくりに関する主導的役割を担う協議

の場として都道府県自立支援協議会を設

置・運営している。

都道府県においては、市町村に対する専

門的な技術支援、情報提供及びサービス調

整の役割を担っている更生相談所が設けら

れており、設置状況は、身体障害者更生相

談所（平成１８年度現在７４か所）、知的障害

者更生相談所（平成１８年度現在７５か所）、

児童相談所（平成１８年度現在１９１か所）、精

神保健福祉センター（平成１８年度現在６４か

所）となっている。また、市町村を活動区

域とする身体障害者相談員及び知的障害者

相談員を設置している。

国においては、市町村の区域で生活に関

する相談、助言その他の援助を行う民生委

員、児童委員を委嘱している。

全国の法務局・地方法務局及びその支局

においては、障害のある人に対する人権問

題について相談に応じ、相談者への助言

等、事案に応じた適切な措置を講じてい

る。また、全国の市町村に配置された人権

擁護委員は、法務局の人権相談所や市役所

などの公共施設・デパート等において障害

のある人からの相談に応じている。そのほ

か、平成１９年２月から、法務省ホームペー

ジ上で、インターネットを通じて人権相談

の受付を行っている。

■図表１―４８ サービス利用者の将来見通し

資料：厚生労働省
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資料：厚生労働省

保健所、医療機関、教育委員会、特別支
ろう

援学校（平成１８年度までは盲・聾・養護学

校）、ハローワーク、ボランティア団体等

においても、相談支援が行われている。

「いのちの電話」は、精神的危機に直面

し、援助と励ましを求めている人々と主に

電話で対話し、健全な社会人として生活で

きるよう援助することを目的として２４時間

体制での相談事業を行っている。

（３）権利擁護の推進

精神上の障害により判断能力の不十分な

人々を保護・支援するための制度である成

年後見制度の周知を図るため、パンフレッ

トの配布や法務省のホームページにQ&A

を掲載するなどを行った。

認知症の人、知的障害のある人、精神障

害のある人など、判断能力の不十分な方々

を保護し支援するための新たな公示制度で

ある成年後見登記制度の運用が、平成１２年

度から東京法務局で開始され、証明書の交

付については、平成１７年１月３１日から全国

の法務局・地方法務局で行っている。成年

後見制度利用支援事業は、知的障害のある

人が市町村長の申し立てにより成年後見制

度を利用する場合に、その手続きや後見活

動に係る費用等について補助を行ってい

る。平成１７年４月１日現在で６００市町村

■図表１―４９ 成年後見制度利用支援事業
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0

2 ,000

4 ,000

6 ,000

8 ,000

10 ,000

男性

女性

男性 女性

（件）

1996年度

  856

1 ,242

1997年度

1,143

1 ,469

1998年度

1,266

1 ,706

1999年度

1,598

2 ,368

2000年度

1,975

2 ,970

2001年度

2,576

4 ,022

2002年度

3,446

5 ,388

2003年度

4,615

6 ,874

2004年度

4,410

6 ,924

2005年度

5,641

8 ,979

※知的障害のある人、精神障害のある人、脳血管疾患や事故の後遺症による疾患等のある人、身体障害のある人を含
む（2006年12月末日までの登録分）

（２４．８％）が実施しており、今後とも本事

業の周知を図ることとしている。

地域福祉権利擁護事業は、認知症高齢

者、知的障害のある人、精神障害のある人

等のうち判断能力が十分でない方々が、地

域において自立した生活を送ることを支援

するため、福祉サービスの利用や日常的な

金銭管理に関する援助を行う事業として、

都道府県・指定都市社会福祉協議会及び基

幹的な市区町村社会福祉協議会を中心に実

施されている。平成１８年４月から平成１９年

２月までの実施状況は、本事業に関する相

談件数が延べ４９万４２３件、本事業の利用契

約を締結したものが６，８４２人（平成１９年２

月末現在の本事業の実利用者数は２万

１，７２７人）となっており、今後とも本事業

の一層の定着を図ることとしている。

内閣府では、障害のある人の周りの方々

による見守りの強化の一環として、障害者

団体をはじめとし高齢者団体・行政機関等

を含む２２の団体・機関の総意により、「高

齢消費者・障害消費者見守りネットワーク

連絡協議会」を平成１９年１月より２回にわ

たり開催し、平成１９年３月２０日に、「高齢

者及び障害者の消費者トラブルの防止に向

けて」をとりまとめたところである。

同とりまとめの具体的な内容としては、

障害のある人やその周りの方々に悪質商法

の手口等を電子メールで伝える「見守り新

鮮情報」の発行、消費者問題等の知識を障

害のある人に伝える障害者見守りボラン

ティアの育成、障害者見守り活動の紹介等

である。

国民生活センターでは、人の生命・身体

等に重大な影響を及ぼす商品のテスト結果

や悪質商法等による消費者の被害防止、安

全性の問題、高齢化・国際化に関する問題

など、生活を取り巻く諸問題についての知

識や情報を、消費者の立場に立った５分間

の生活情報テレビ番組「ご存じですか」（年

■図表１―５０ 認知症高齢者、障害のある人等の相談件数

資料：独立行政法人 国民生活センター調べ
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２６回、水曜日、１１時２５分～１１時３０分）とし

て全国３１局ネットで提供している。消費者

問題が多様化している現在、消費者啓発の

ための情報提供は従来に増して重要視され

てきており、障害のある人の自立と社会参

加のためには、こうした情報が必要とされ

ることから、この番組では手話放送を行っ

ている。

なお、悪質な手口により消費者被害に

あったとして、全国の消費生活センターと

■図表１―５１ 認知症高齢者、障害のある人等（※）の相談内容（商品・役務別 ３０位まで）（１９９６～２００５年度）

全 体

全 体 件数 男 性 件数 女 性 件数

１ フリーローン・サラ金 ４，８１６ フリーローン・サラ金 ２，８９０ ふとん ３，０７９

２ ふとん ３，９６５ 電話情報提供サービス １，９１１ 浄水器 ２，３２４

３ 浄水器 ３，３５３ 浄水器 ９４６ フリーローン・サラ金 １，７９７

４ 新聞 ２，６２４ 商品一般 ８８４ 新聞 １，６９８

５ 商品一般 ２，４５４ 新聞 ８４２ 商品一般 １，４７２

６ 電話情報提供サービス ２，３６４ ふとん ８０１ 羽毛ぶとん １，２８８

７ 羽毛ぶとん １，６５３ 絵画・書画 ５９１ 健康食品全般 １，０８８

８ 床下換気扇 １，６１８ 屋根工事 ５７０ 床下換気扇 １，０１８

９ 健康食品全般 １，４９１ 床下換気扇 ５６１ 着物 ９４０

１０ 建物清掃サービス １，３４０ 建物清掃サービス ５０２ 他の健康食品 ９２５

１１ 修理サービス １，２７４ 電話関連サービス ４０５ ふとん類全般 ９００

１２ 屋根工事 １，２５１ 増改築工事 ３６９ 修理サービス ８８２

１３ ふとん類全般 １，２２２ 修理サービス ３６７ 建物清掃サービス ８０６

１４ 他の健康食品 １，２１３ 健康食品全般 ３６４ 指輪 ６７７

１５ ネックレス １，０５４ ネックレス ３６０ ネックレス ６７４

１６ 指輪 １，００４ 教養娯楽教材 ３５４ 屋根工事 ６５８

１７ 絵画・書画 ９９４ 単行本 ３５４ 工事・建築サービス ５４２

１８ 着物 ９８９ 広告代理サービス ３５２ 白蟻駆除サービス ５１３

１９ 電話関連サービス ９３０ 工事・建築サービス ３２６ 電話関連サービス ５０８

２０ 工事・建築サービス ８８６ 羽毛ぶとん ３２５ 増改築工事 ４７０

２１ 増改築工事 ８６０ 移動電話サービス ３２２ 乾燥剤 ４５７

２２ 白蟻駆除サービス ８５３ 普通・小型自動車 ３１４ 婦人下着全般 ３９８

２３ 乾燥剤 ７０２ 白蟻駆除サービス ３０９ クロレラ ３９６

２４ 単行本 ６８０ 指輪 ３０７ 絵画・書画 ３９０

２５ 広告代理サービス ６６８ ふとん類全般 ２９４ 電話情報提供サービス ３８６

２６ クロレラ ６５４ 紳士録・名簿 ２９２ アクセサリー全般 ３８５

２７ アクセサリー全般 ６５０ サラ金 ２６６ 他のふとん類 ３７０

２８ 衛生設備工事 ５５０ 他の健康食品 ２６３ 磁気マットレス ３１５

２９ 移動電話サービス ５３５ リースサービス ２６１ 他の衛生サービス ３１４

３０ 会社生命保険 ５２７ 会社生命保険 ２５８ 電気掃除機 ３１３

※知的障害のある人、精神障害のある人、脳血管疾患や事故の後遺症による疾患等も含む
（２００６年１２月末までの登録分） 資料：独立行政法人 国民生活センター調べ
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国民生活センターに寄せられた「知的障害

のある人、精神に障害のある人、認知症高

齢者等が契約当事者である相談」は平成１１

年度以降、平成１７年度まで増加傾向にある

（平成１１年度の３，１９５件に対して平成１７年

度は１２，５３８件と６年間で約４倍の増加）。

（４）障害者団体や本人活動の支援

厚生労働省では、都道府県・指定都市社

会福祉協議会が行う「ボランティア振興事

業」において、小・中・高校生を対象とし

たボランティア活動の普及や社会人を対象

とした福祉活動体験など福祉教育の推進、

ボランティア活動を推進するリーダーや

コーディネーターの養成・研修、ボラン

ティア団体の組織化支援やシニアボラン

ティアの育成、ボランティア活動の動向や

先駆的な活動を紹介する情報誌の発行等へ

の支援を実施し、障害のある人への生活支

援が充実したものとなるよう、ボランティ

ア活動の振興を図っている。

「地域生活支援事業」において、精神障

害のある人のボランティア活動を支援する

事業である「ボランティア活動支援事業」

を行っている。

２．在宅サービス等の充実

（１）在宅サービスの充実

障害のある人ができる限り住み慣れた家

庭や地域で生活できるようにするために

は、障害のある人の自立した生活を支援す

るとともに、その介護に当たる家族の介護

負担を軽減することが重要である。このた

め、「障害者自立支援法」においては、居

宅介護（ホームヘルプサービス）、短期入

所（ショートステイ）等の在宅サービスの

充実を図っている。

居宅介護（ホームヘルプサービス）は、

利用者の実態に応じた支援を行う観点か

ら、利用者像やサービスの提供形態に応

じ、居宅介護、重度訪問介護、行動援護及

び重度障害者等包括支援に再編した。

居宅介護は、入浴等の介護や調理等の家

事の援助等を短時間集中的に行うサービス

である。

これに対し、重度訪問介護は、身体に重

度の障害のある人に対し、入浴等の介護や

調理等の家事の援助等のほか、日常生活に

生じる様々な介護の事態に対応するための

見守り等の支援や外出時における移動中の

介護を、長時間行うサービスである。

行動援護は、行動上著しい困難を有する

知的障害のある人又は精神障害のある人に

対し、行動する際に生じ得る危険等を回避

するために必要な支援等を行うサービスで

ある。

重度障害者等包括支援は、著しく重度の

障害のある人の様々なニーズに応えて、円

滑にサービス利用が可能となるよう、利用

者のその時々の心身の状態等に応じて必要

となる複数の障害福祉サービスを組み合わ

せて、包括的に提供するサービスである。

短期入所は、自宅で介護する人が病気の

場合などに、短時間、夜間も含めて施設に

おいて入浴等の介護を行うサービスであ

る。

（２）住居の確保

「障害者自立支援法」においては、障害

者支援施設での夜間ケアとして施設入所支

援を創設し、施設に入所する人に、夜間・

休日に、入浴等の介護を行うサービスを規

定した。また、これまでのグループホーム

について、介護が必要な方を対象とする

「共同生活介護（ケアホーム）事業」と、

介護が必要でない方を対象とする「共同生

活援助（グループホーム）事業」に機能分


